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  府中市助産施設入所等に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

令和 ８ 年 １ 月１９日     

府中市長 高 野 律 雄   

 

府中市規則第１号 

   府中市助産施設入所等に関する規則の一部を改正する規則 

 

府中市助産施設入所等に関する規則（昭和６２年１０月府中市規則第３６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（入所の要件） （入所の要件） 

第１条の２ 省 略 第１条の２ 省 略 

２ 前項に規定する経済的理由とは、次の各号のいずれかに該当する

ことをいう。ただし、当該各号のいずれかに該当する世帯が、健康

保険法（大正１１年法律第７０号）その他の社会保険各法に基づく

出産育児一時金等の出産に関する給付（以下「出産一時金」とい

う。）、利用し得る資産等を充てることにより出産費用を確保できる

と市長が認めるときは、この限りでない。 

２ 前項に規定する経済的理由とは、次の各号のいずれかに該当する

ことをいう。 

 (1)～(2) 省 略   (1)～(2) 省 略 
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 (3) 当該年度分（４月から６月までの間の利用については、前年度

分）の市町村民税の課税世帯のうち、所得割の額（地方税法第 

２９２条第１項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する 

場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８、附則第５条第 

３項、附則第５条の４第６項及び附則第５条の４の２第５項の規 

定は適用しないものとする。）の額をいう。以下同じ。）が 

１９，０００円以下の世帯で、出産一時金の額が健康保険法施行 

令（大正１５年勅令第２４３号）第３６条に規定する金額未満の 

世帯であるとき。 

 (3) 当該年度分（４月から６月までの間の利用については、前年度

分）の市町村民税の課税世帯のうち、所得割の額（地方税法第 

２９２条第１項第２号に規定する所得割（この所得割を計算する 

場合には、同法第３１４条の７、第３１４条の８、附則第５条第 

３項、附則第５条の４第６項及び附則第５条の４の２第５項の規 

定は適用しないものとする。）の額をいう。以下同じ。）が 

１９，０００円以下の世帯であるとき。ただし、健康保険法（大 

正１１年法律第７０号）その他の社会保険各法に定める出産育児 

一時金等の出産に関する給付（以下「出産一時金」という。）の 

金額が４０４，０００円以上の世帯であるときを除く。 

別表第１（第５条） 別表第１（第５条） 

助産施設入所費用徴収金額表 助産施設入所費用徴収金額表 

階層区分 定義 徴収金額 

省 略 
 

階層区分 定義 
徴収金額 

（月額） 

省 略 
 

 備考 省 略  備考 省 略 

   付 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


